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文化財保護委員の法的根拠と役割 
 

 
≪文化財保護法≫ 
（政府及び地方公共団体の任務） 

第三条 政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため 

欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすも 

のであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつて 

この法律の趣旨の徹底に努めなければならない。 

 

（地方文化財保護審議会） 

第百九十条 都道府県及び市町村（いずれも特定地方公共団体であるものを除く。）の 

教育委員会に、条例の定めるところにより、文化財に関して優れた識見を 

有する者により構成される地方文化財保護審議会を置くことができる。 

 

２ 特定地方公共団体に、条例の定めるところにより、地方文化財保護審議会 

を置くものとする。 

 

３ 地方文化財保護審議会は、都道府県又は市町村の教育委員会の諮問に応じて 

文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれら

の事項に関して当該都道府県又は市町村の教育委員会に建議する。 

 

４ 地方文化財保護審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。 

 

 

≪和光市文化財保護条例≫ 
(諮問及び調査機関) 

第 5条 市の区域内に存在する文化財の調査、保存及び活用に関し、教育委員会の諮問 

に応じ、文化財を調査し重要事項を審議し、かつ、これらの事項について必要と

認めるものを建議するため、和光市文化財保護委員会(以下「文化財保護委員会」

という。)を置く。 

 

2 文化財保護委員会の会議その他必要な事項は、別に教育委員会規則でこれを  

定める。 
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★文化財保護委員会と生涯学習課文化財保護担当の役割 

文化財保護委員会の役割 

 文化財保護条例第５条に基づき、和光市の文化財の調査、保存、活用について審議し、

建議する。 

 

審議内容として、次のようなことが挙げられる 

① 教育委員会の実施する文化財保護事業に関すること 

② 新規に指定される文化財に関すること 

③ その他、教育委員会が必要と認めること 

 

＜最近の主な諮問＞ 

 ・越後山遺跡出土種子圧痕土器の文化財指定について（令和４年８月３１日） 

 ・越後山遺跡出土ヒスイ大珠の文化財指定について（令和４年８月３１日） 

 →令和６年４月１８日指定 

 

＜現在検討中の案件＞ 

・白子出土銭  

 

参考：和光市文化財保護条例 

第 5 条 市の区域内に存在する文化財の調査、保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に

応じ、文化財を調査し重要事項を審議し、かつ、これらの事項について必要と 

認めるものを建議するため、和光市文化財保護委員会(以下「文化財保護委員会」

という。)を置く。 

2 文化財保護委員会の会議その他必要な事項は、別に教育委員会規則でこれを定める。 

 

 

文化財保護担当の役割 

＜和光市教育委員会事務局組織規則に基づく職務＞ 

文化財保護担当 

(1) 文化財の調査及び保護に関すること。 

(2) 市指定文化財に関すること。 

(3) 文化財関係団体に関すること。 

(4) 文化財保護委員会に関すること。 

(5) 資料の収集及び整理に関すること。 

 

 




